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令和元年第２回牛久市議会定例会決算特別委員会審議日程表 

付託案件名 認定第１号 平成３０年度牛久市各会計歳入歳出決算認定について 

月  日  等 部 課 等 名 審  議  項  目 

１０月１６日（水） 

午前９時１５分～ 

 現地視察 

 ・牛久南中学校ＩＣＴ教育 

 ・武道館 

 ・エスカード牛久ビル 

１０月１６日（水） 

午後１時３０分～ 

 

第３会議室 

市長公室 

経営企画部 

総 務 部 

市 民 部 

会 計 課 

監査委員・事務局 

議会事務局 

平成３０年度牛久市一般会計歳入歳出決算中 

 ・市長公室、経営企画部、総務部、市民部等 

  所管の歳入 

 ・市長公室、経営企画部、総務部、市民部等 

  所管の歳出 

 

（平成３０年度課別事務事業一覧参照） 

 

  実質収支に関する調書 

  財産に関する調書 
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午後１時２７分開会 

○杉森委員長 改めまして、こんにちは。 

 まだ時間前ではございますが、全員集まりましたので、ただいまから決算特別委員会を開催し

ていきたいと思います。 

 私は、さきに開かれました決算特別委員会におきまして委員長に指名いただきました杉森でご

ざいます。隣が副委員長の鈴木委員でございます。よろしくお願いいたします。 

 ここで一言挨拶ということになっておりますので、一言だけ御挨拶させていただきます。 

 決算特別委員会というのは、周知のとおり自治体のどういうふうな状態なのか、そしてどうい

うことが行われているのか、議会としてチェックをする最も総括的な場ともいえるものだという

ふうに思います。地方自治法でも議会というのは決算というものを第３番目の事件として位置づ

ける大変重要な場であろうというふうに考えております。この重要な期間、そして場を円滑に進

めていきたいというふうに思いますので、どうか皆様方の御協力を心からお願い申し上げます。 

 続きまして、鈴木副委員長の挨拶に移りたいと思います。 

○鈴木副委員長 このたび副委員長に指名されました鈴木でございます。委員長をしっかり補佐

して職務を全うしてまいりたいと思いますので、皆様の御協力何とぞよろしくお願い申し上げま

す。 

○杉森委員長 それでは、議事に入っていきたいと思います。 

 本委員会は、先般配付いたしました議案付託表の日程表のとおり、１日目及び２日目に一般会

計審査、３日目に一般会計審査と特別会計審査を行いたいと思います。 

 なお、発言する際はマイクを使用していただきますようお願いいたします。 

 これより議事に入ります。経営企画部長。 

○吉田経営企画部長 経営企画部吉田でございます。よろしくお願いいたします。 

 私のほうからは、平成３０年度決算の概要と各部の決算に関する主なものについてご説明いた

します。 

 平成３０年度決算につきましては、先般行われました市議会議員全員協議会におきまして、概

要のほうを説明させていただきましたが、改めまして全体像と市長公室、総務部、市民部、経営

企画部に関係する主なものについて、私から一括して御説明申し上げます。 

 まず、全体像といたしまして、平成３０年度の一般会計の歳入総額が約２８４億１，５００万

円、歳出総額が約２７４億３，６００万円と、歳入歳出ともに過去最高額での決算となりました。

本年度は義務的経費、投資的経費は前年度と比較して減少したものの、物件費、積立金、貸付金、

繰出金が増加し、財源を補塡するために基金からの繰り入れを行ったことから、歳入歳出ともに

決算額が増額となったものであります。 

 また、歳入歳出差引額から翌年度に繰り越した額を引いた実質収支につきましては、約８億１，

７００万円という状況でございます。 

 こうした中で、まず歳入では、地方税が前年度と比較して約１億２，０００万円増の１２１億

４，６００万円で、平成２５年度以降６年続けての増加となり、地方消費税交付金は約１億円増
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の１３億９，８００万円となりました。 

 歳出につきましては、物件費が前年度約３億９，３００万円増の４８億１，０００万円となっ

たほか、貸付金が前年度比４億円増、繰出金が同比３億６，２００万円増、積立金が同比２億２，

６００万円増と、いずれも前年度決算額を大きく上回っております。 

 続きまして、各部の決算状況につきまして御説明させていただきます。 

 まず、市長公室につきましては、広報うしくを初めとした市の情報発信に要する経費など、全

体で約４，７００万円となっております。 

 次に、総務部は、常勤職員の給与関係経費や市庁舎の維持管理経費など、全体で約３６億８，

７００万円となっております。 

 市民部は、防災・防犯関係経費や広域消防への負担金、行政区集会所等整備補助金、電算シス

テム管理経費など、全体で１７億８００万円となっております。 

 最後に、経営企画部は、コミュニティバス運行などの公共交通対策費、市民満足度調査の要望

への対応のほか、地方債償還や財政調整基金積立金など、全体で２８億１，８００万円となって

おります。 

 以上、市長公室、総務部、市民部、経営企画部の平成３０年度の決算の概要でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

○杉森委員長 ただいまの説明をいただいたわけですけれども、市長公室、経営企画部、総務部、

市民部等所管について質疑のある方は御発言をお願いします。加川委員。 

○加川委員 着座のまま失礼いたします。歳入歳出書に基づき御質問させていただきます。 

 ページ、８６ページ、目０１０９番、市長と副市長が外部と交際する、こちらの１９番負担金、

補助及び交付金、ページかわりまして８８ページ、こちらに詳細、ミネルバ２１という事業費の

報告がございます。こちらヒアリングいたしましたところ、昭和２１年度以降生まれの市長の交

流事業と伺いました。さきの市長選挙で誕生した８６市町村の市長の平均年齢が５８．８歳と把

握しております。現時点で昭和２０年、昭和２１年度生まれの市長さん、７２、７３歳という年

齢になられると思いますが、大体の方が今こちらに属されるのではないかということで、こちら

の交流事業は新しい例えば先進都市への視察などに転換していかれたらいかがというふうに推察

いたしますが、いかがでしょうか。 

○杉森委員長 秘書課長。 

○稲葉秘書課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

  ミネルバ２１ですね、勉強会のときにちょっと私の説明が間違ったのかもしれませんが、昭

和２１年ではなくて、昭和２０年以降生まれの県内の首長さんで組織されておりまして、今４４

市町村中３７の市町村長さんが加入されておりまして、ちょっとことし選挙があったところでか

わっているところもあるんですけれども、それも含めまして現状では３７なんですけれども、現

在負担金として５万円ということで、実際にやっている活動としましては、今先生が言われたよ

うに、先進地視察といったところもやっておりまして、各市で当番を決めまして、その年、その

年決めまして、それで県内の特徴のある事業の説明ですとか、あとは先進地、あとは観光地、そ
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ういった名所をめぐるような交流事業をしておりまして、首長さん同士が集まる機会というのは

なかなかないものですから、この会というのは年２回集まることがあるんですけれども、そうい

った交流の機会という場でこの５万円という形ですけれども、継続して有意義に使わせていただ

きたいと思っております。以上です。 

○杉森委員長 そのほかございませんか。 

 なお、連続して質問をする場合は、円滑な運営のために３問ずつお願いをいたします。北島委

員。 

○北島委員 全体的な問題で、決算統計の特徴についてという説明文書がありますが、そこで出

されている資料について、経常収支比率、３０年度は９３．１％ということでしたが、それが２

６年度以降若干上下していまして、２６年度は９２．４、２７年度は９１％、そして２８年度に

上昇して９３．８、２９年度にはまた下がり９１．８、３０年度は再び上昇、９３．１というふ

うになっています。この上昇についてどんな評価、どんな認識でいるかについてお聞きします。

特に、これについては財政状況が好調しているのか、そういうふうに見るのか、それとも牛久市

が市としての施設や制度の整備が進んだ結果、こういうふうに高くなっているというふうに見る

のか。一般的には９０％以下ぐらいがいいというふうなことも言われていますが、そこら辺の認

識をお聞かせください。これが１点目です。 

 ２点目に、公債費負担比率１０．６％、まだ他の市町村に比べると低い水準ですけれども、一

般財源がふえたことによって指標は昨年度よりも下がっています。しかし、今後ひたち野うしく

中学校建設や武道館建設などの大型投資事業に係る償還が始まることから、上昇が懸念されます。

今後の予測と計画的な市債管理についてどういうふうに考えているか、これをお聞きします。 

 それと、３点目、監査報告の中で、扶助費が下がった、これをいいことだというふうな記載が

ありました。この扶助費について、１つは類似団体と比較してどうかということ、それからこの

扶助費が下がったというのは、扶助を必要としない市民が多くなったのか、それとも扶助を切り

下げているのか。これは国の政策との関連も多いんですが、そのことについてぜひお聞きしたい。 

 以上３点、よろしくお願いします。 

○杉森委員長 経営企画部次長兼財政課長。 

○山﨑経営企画部次長兼財政課長 財政課山﨑です。よろしくお願いします。 

 それでは、３点の御質問にお答えします。 

 まず、１点目の経常収支比率についてですけれども、経常収支比率は財政構造の弾力性をこれ

示す指数でありまして、指数が高いほど建設事業等の臨時的な経費に充てる財源が乏しくなりま

して、上がるほど財政構造が硬直化しているということを示しております。委員おっしゃるとお

り、こちらの理由としましては、公共施設の整備に伴いまして、維持管理経費とか、施設の運営

費の増加によるもの、または医療費等の社会給付費の増加に伴います各特別会計、国保特別会計、

介護保険の特別会計、こちらの繰出金の増によるものです。やはり９０％が妥当かどうかという

のは余り議論されておりませんけれども、この数字は当然下がったほうがいいですので、今後、

事務事業の効率化を積極的に取り組み、また、こちらも歳入がふえれば分母がふえるということ
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で率が下がる、新たに投資的経費、臨時的経費に充てる財源がふえるということで、歳入の確保

に努めながら、財政の硬直化に歯どめをかけなければならないと考えております。 

 続きまして、２点目の公債費負担比率ですけれども、委員おっしゃるように、公債費の償還の

ピーク、これはひたち野うしく中学校の元金償還が始まります令和５年度がピークと想定してお

ります。その元利償還額は約２４億５，０００万円で見込んでおります。平成３０年度の償還金

が２０億４，０００万円、約４億８００万円増加しております。しかしながら、平成２３年度の

元利償還金は２５億１，７００万円で、この見込み、令和５年度の見込みは６，３００万円減少

しております。少なくなっております。ですので、公債費負担比率と財政規模が標準財政規模と

この現状を維持してきているのであれば、指数的には大きな悪化はないと考えております。 

 市債につきましても、利率の低い、今現在で言えば政府資金から借りられるもの、または場合

によっては利率の高い過去に借りたものを繰り上げ償還する等によりまして、公債費の財政負担

の軽減に努めていこうと考えております。 

 ３番目の扶助費についてですけれども、牛久は、高齢者医療費に対しての扶助費は類似団体、

同級他団体と比較すると低いほうです。また、人口１人当たりでも計算しますと、よく比較する

龍ケ崎と比較しても低い金額となっております。委員おっしゃるような扶助費の社会保障のサー

ビスを切り捨てする、または低下させて扶助費を減らすというようなことはしておりません。あ

くまで生活保護費が一時下がる、また、障害者の扶助費が若干上がっているような形、あくまで

対象人員、また、交付金額の増減によるものです。以上でございます。 

○杉森委員長 ２問目はありませんか。よろしいですか。（「はい」の声あり）大丈夫ですよ。北

島委員。 

○北島委員 それでは……。再質問。再質問はありません。いいです、はい。 

○杉森委員長 甲斐委員。 

○甲斐委員 よろしくお願いします。３問お願いします。 

 全部事業内容の確認になっちゃうんですけれども、まず９６ページ、０１０６牛久市のシティ

プロモーションを行うなんですが、翌ページの１３項委託料ということで、こちら委託先と委託

内容の再確認をとりたいと思います。 

 それと、その下、０１０７コミュニティＦＭによる情報を発信する、こちらも委託先と委託内

容を再度確認したいと思います。 

 それと、１０６ページ、市長車、議長車、バスを運行するということで、運転手さんの報酬が

計上されているんですけれども、これがまず運転手さん今現行何人でいるのかと、あとバスと市

長車、議長車それぞれあると思うんですが、何台保有されているのかというのと、同じ項目で自

動車借り上げ料ということで、これ観光バスか何かなのかなと思ったんですけれども、借り上げ

の条件内容を確認したいと思います。３点、５問になります。お願いします。 

○杉森委員長 広報政策課長。 

○本多広報政策課長 広報政策課本多です。よろしくお願いいたします。 

 まず、委員１点目の御質問のシティプロモーション事業の委託料ということなんですけれども、
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これは主にパンフレット製作といいまして、牛久市の移住のためのパンフレットの製作というこ

とで、冊子と、あと概要版と製作いたしました。委託先といたしましては、エリート印刷という

印刷会社のほうにお願いいたしました。 

 あと、ＦＭのほうですね。コミュニティＦＭのこの業務の委託ということなんですが、これは

市の情報発信の一環としまして、平日の１１時から市の情報発信をＦＭのほうで放送してもらう

という委託内容になっておりまして、委託先はＮＰＯ法人うしくうれしく放送ということになっ

ております。以上でございます。 

○杉森委員長 総務部次長兼管財課長。 

○野口総務部次長兼管財課長 管財課野口でございます。よろしくお願いします。 

 御質問についてお答えしたいと思います。 

 まず、運転手ですが、こちらは総勢で１１名、常勤運転手５名、非常勤運転手６名という構成

であります。うち１名はドライバーとしてよりも全体の管理業務に当たっております。また、バ

スについてですけれども、これ台数というのは全体でこれが９台、市長車、議長車はそれぞれ１

台ずつです。 

 それから、借り上げですけれども、こちらバスの需要が重なりまして、こちらの使用している

バスで追いつかない場合、今申し上げた９台というのは、必ずしも研修等で使うばかりではなく、

日々の福祉センター等の巡回にも使用しているバスでありますので、外部研修との需要が重なり

ますと追いつかない場合がある、あるいはバスの点検等で台数が足りなくなるときがあるという

ことで、そのような場合に民間のバスを借り上げて運行しているということでございます。以上

です。 

○杉森委員長 甲斐委員。 

○甲斐委員 ありがとうございました。今のバスの件、ちょっと再質問させてください。 

 よく議員なんか視察に行くときも市バスを使って行くんですけれども、そのときに、これ言っ

ていいのかどうなのかわからないんですけれども、バスの空き状況が条件でよく日取り設定する

ことがあるんですけれども、これ、オフレコなるんですよね、いいですよね。それに反対して空

きを確認するときに多分市民貸し出しとかもされていると思うんですけれども、今借り上げの条

件をちょっと質問させていただきましたけれども、逆に市バスを貸し出すとき、何か条件はある

んですか。こういう団体だったらいいですよとか、その辺ちょっと確認したいと思います。 

○杉森委員長 総務部次長兼管財課長。 

○野口総務部次長兼管財課長 お答えしたいと思います。 

 牛久市のバスの運行については、バスの運行規定というのを名簿の形で規定しております。使

用できるのはもちろん牛久市の事業に直接使う場合、これがまず１つ。そのほか、市内団体等が

研修等に使う場合といったことが定められております。もちろん議会等で使っていただく場合に

も、市の公用に準ずるものとしてお使いいただけるということです。空き状況の確認ということ

で、もちろんどうしてもスケジュールが合わないという場合には、先ほど申し上げたような民間

バスの手配ということになっていくわけですけれども、フレキシブルな予定で組んでいただける
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ものでしたら、市のバスをお使いいただければということで調整が入ってくるということだと思

います。以上です。 

○杉森委員長 そのほかありますか。伊藤委員。 

○伊藤委員 よろしくお願いいたします。 

 １１２ページ、まち・ひと・しごと総合戦略の進捗管理をする事業につきまして、関連の質問

も入る質問になるんですが、これら総合計画やまち・ひと・しごと総合戦略などの重要計画の策

定に、また、運用に際しまして、市長公約、これは選挙戦というのは市の仕事とは基本的には別

のことになるわけですけれども、市長公約とのすり合わせをする例、また、総合計画の年数を４

年や８年にする例もあるそうでございますが、今後総合計画等を策定していくに当たりまして、

今回の市長公約とのすり合わせというのはどのように行っていくのか、また、今まではどのよう

に市長の考えを反映するということはやっていたのかどうかについて伺いたいと思います。 

 また、１２４ページ、公共施設に公衆無線ＬＡＮを整備する事業につきまして、現在の無線Ｌ

ＡＮの整備状況、また、災害時にパスワードなしで開放する例もあるそうですが、そういったこ

とは牛久市においてはやっているのかどうか、確認をいたしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

○杉森委員長 政策企画課長。 

○栁田政策企画課長 政策企画課栁田です。よろしくお願いいたします。 

 ただいまの御質問ですが、まち・ひと・しごと総合戦略、こちらについては一応策定年度が本

年度までということで、ただし、第３次の総合計画、こちらも今年度と来年度で一応次期計画を

策定中ということで、今回このまち・ひと・しごと総合戦略と総合計画をあわせて策定していこ

うということで現在検討を開始したところなんですけれども、その中において、市長の公約とい

うことではないんですけれども、やはり市長の市政に対する方針ですね。こちらについてはやは

り十分に検討をさせていただいて、当然反映できる部分については反映もいたしますし、また、

これまでの策定年度というのが総合計画においては前期５年、後期５年の合計１０カ年で行って

おりましたけれども、やはり市長の任期に合わせたような期間がふさわしいのではないかという

意見もございますし、また、他の自治体でもそのように行っているところもございます。そうい

ったことで、その期間についても今回はちょっと検討をするということで、まだ決定はしており

ませんが、総合計画の審議会のほうで御検討していただくようになっていくと事務局では考えて

おります。以上です。 

○杉森委員長 システム管理課長。 

○斎藤システム管理課長 システム管理課斎藤と申します。よろしくお願いします。 

 委員御質問についてなんですが、まず、現在の市の公衆無線ＬＡＮの設置数につきましては、

市民の情報交流の促進や観光を主な目的として、市の公共施設、とりわけ多くの人が集う施設で

ある図書館、生涯学習センター、牛久運動公園等１３カ所に整備をしております。なお、御質問

にございました災害時にパスワードを入れなくても使用できるようにできるかどうかというお話

なんですけれども、先ほど申し上げたとおり情報交流の促進や観光が主な目的となっております
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ので、災害時の使用は想定はしておりません。なお、参考例ではございますが、委員おっしゃっ

ていたような機能を備えた公衆無線ＬＡＮを備えた県内の市町村がございます。こちらのところ

で聞き取ったところ、２１カ所整備したらしいんですが、そのイニシャルコストが９，２００万

円、ランニングコストが年間７６０万円ほどかかっているというお話を聞いております。以上に

なります。 

○杉森委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 無線ＬＡＮのところで、現在パスワードなしということはやっていないとのことで

ございますが、市役所など人が災害時、ふだんもそうですが、集まる場所というのも含まれてい

るかと思います。今後も開放の検討というのは今のところ考えてないのかどうか、確認をいたし

たいと思います。 

○杉森委員長 システム管理課長。 

○斎藤システム管理課長 委員のおっしゃるとおり、今のところ計画はございません。以上にな

ります。 

○杉森委員長 よろしいですか。そのほか、ございませんか。長田委員。 

○長田委員 それでは、３点お願いします。 

 １１６ページの中段のチャイルドシートの購入を助成する、今年度の助成補助金、補助した台

数ですね、をお願いいたします。 

 済みません。ちょっとページが前後するんですが、３３６ページの０１０３災害対応活動を行

うの中の委託料、災害時応急対応ですね。これについての具体的な内容をお願いします。 

 ９８ページの先ほど同僚委員からも出ましたが、０１０７コミュニティＦＭにより情報を発信

する、平日１１時から情報発信しているということで先ほどお伺いいたしましたけれども、たし

かこれ、最初導入のときに、災害時なども想定してというふうにちょっと聞いた覚えがあったの

で、今回の１９号などに対する災害の情報などの発信があったかどうかをお願いいたします。 

○杉森委員長 交通防災課長。 

○山岡交通防災課長 交通防災課山岡です。よろしくお願いします。 

 それでは、長田委員の質問にお答えをいたします。 

 まず、１つ目のチャイルドシートの購入費の助成ですけれども、こちら平成３０年でよろしい

んですよね。チャイルドシートに関しましては、購入しますと上限５，０００円ということで補

助をしておりまして、平成３０年の実績としましては、全体で２３８件ございます。そのうちの

補助額５，０００円が２３５件、５，０００円未満が３件となっております。 

 ２つ目の質問の災害対応活動を行うの中の災害時の応急対応についてですけれども、内容とし

ましては、平成３０年９月３０日に上陸しました台風２４号におきまして、市内におきまして倒

木や調整池のフェンスなどに被害が出たために、こちらの処理を行ったものです。倒木処理が１

２件及びフェンスの修繕２件ということになります。以上です。 

 災害に対するＦＭ放送ということですけれども、こちらにつきましては、ＦＭでも行っており

ます。また、かっぱメール、ホームページなど、あと防災無線等でも流しております。以上です。 
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○杉森委員長 広報政策課危機管理監。 

○猿渡広報政策課危機管理監 長田委員の災害時におけるＦＭの活用についてお答えします。 

 牛久市では、今回ＦＭを活用して災害情報、市民に対する災害情報の提供、それと市民が台風

のときの対応、それとその備え、こういったものについて情報提供いたしました。９日から１１

日の間、私になるんですけれども、計３回出演しております。また、台風が来たときも、ＦＭに

ついては常時そのスタジオに待機して情報発信したというふうに伺っております。以上です。 

○杉森委員長 長田委員。 

○長田委員 コミュニティＦＭの情報についての再質問なんですが、停電時に防災無線も聞こえ

ないしということで、情報を得たくてＦＭをかけたところ、そういった情報が一切流れていなか

った等のお話もいただいたので、今後そういう場合が起きたときに、このコミュニティＦＭを活

用していく、今後は活用していきたいという旨のお考えなどがあるかを再質問したいと思います。 

○杉森委員長 広報政策課危機管理監。 

○猿渡広報政策課危機管理監 停電時につきましては、今回ＳＮＳ、それから牛久市ホームペー

ジ、かっぱメール、こういったもので停電の情報とか、ＦＭですね、ＦＭにつきましては、今後

交通防災課と調整して検討してまいります。以上です。 

○杉森委員長 長田委員。 

○長田委員 済みません。１点ちょっと確認なんですけれども、停電時はコミュニティＦＭの収

録というか、その情報を発信することは可能なんでしょうか。それについてお願いをいたします。 

○杉森委員長 広報政策課危機管理監。 

○猿渡広報政策課危機管理監 停電時も可能です。発電機準備しておりますので、対応可能です。

以上です。 

○杉森委員長 よろしいですか。ほかにありますか。池辺委員。 

○池辺委員 池辺です。よろしくお願いします。私も３点お願いします。 

 やはり前後しちゃうんですが、ページ、８２ページの０１０４自衛官の募集に協力する、これ

どういった協力をしているのかというのと、どういった根拠でこの協力をしているのかというの

を教えてください。 

 ページ数が今度は１４８ページです。茨城租税債権管理機構へ滞納事業を移管する、これはも

ちろんこのとおりに、滞納した事案を移管してそこでやっていただくという形だと思うんですけ

れども、平成３０年度の移管の件数を教えてください。あと、回収した金額、実績というんです

かね、それをどのぐらいになっているのか、お願いします。 

 続きまして、３３８ページ、ＡＥＤを配置し緊急救命体制を整える、これは市内のどういった

ところに設置しているのか、あとは周知方法ですよね。あと、私たち議員なんかはこれの使い方

や何かというのを研修とかするんですけれども、一般に私は田宮区の行政区に住んでいるんです

けれども、行政区ではそういった形で消防士の方を呼んで受けたんですけれども、牛久市内では

どんなふうな感じでそういうものの講習会というんですか、実施しているのかというのと、全体

で何台設置しているのか、台数をお願いいたします。 
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○杉森委員長 総務課長。 

○吉田総務課長 総務課吉田です。 

 自衛官募集についてお答えいたします。 

 自衛官募集については、どういったことを行っているかという御質問については、広報うしく

のほうに自衛隊からの自衛官についての募集の記事の掲載依頼が参ります。そちらについて広報

うしくに掲載しております。法的根拠なんですけれども、こちらは自衛隊法及び同法の施行令で、

自衛官募集に関する広報宣伝活動を行うことと規定されております。その規定に基づいて行って

おります。以上です。 

○杉森委員長 収納課長。 

○山岡収納課長 収納課山岡です。よろしくお願いいたします。 

 委員御質問の租税債権管理機構へ移管した件数及び徴収した金額ということで、平成３０年度

の移管件数は５０件です。それと、徴収した金額、これが３，５６９万４７５円です。以上です。 

○杉森委員長 交通防災課長。 

○山岡交通防災課長 それでは、池辺委員のＡＥＤに関する質問にお答えをいたします。 

 まず、牛久市内に設置しているＡＥＤですけれども、市内に１４７カ所ございます。主な設置

場所につきましては、市役所を初めとした公共施設に２０カ所、市内の小中学校、民間の保育園

を含めた教育施設に２６カ所、各行政区の会館６８カ所、セブンイレブンなんかを初めとしまし

たコンビニエンスストアに２５カ所、その他社協事務所等に８カ所配置をしております。 

 周知の方法といたしましては、設置場所にはＡＥＤ設置場所とわかるような設置シールを入り

口に張っております。また、市のホームページにＡＥＤ施設設置マップを載せております。設置

マップにつきましては、施設名だけじゃなくて、設置場所もわかるよう記載をしております。 

 また、使用するための講習会ですけれども、市の職員については常勤、非常勤、庁舎内外の職

員を問わず３年に１回は必ず受講するということで救命救急講習を実施しております。また、行

政区におきましては、各行政区のほうで防災訓練の中でＡＥＤの講習を受けております。また、

小学校、中学校、民間の保育園を初めとする教育施設にも、先生方を中心に定期的に講習を実施

しているとのことでございます。以上です。 

○杉森委員長 池辺委員。 

○池辺委員 済みません。茨城租税債権管理機構へのもう一度再質問なんですけれども、これ、

ごめんなさい。手数料とかいうのはどのぐらいかかっているのかというのが１つと、これはここ

のところというのは各市町村から人とかは出しているのかという部分もちょっと聞いてみたいと

いうことでお願いします。 

○杉森委員長 収納課長。 

○山岡収納課長 再質問にお答えいたします。 

 租税債権管理機構というのは、各市町村と、それから県のほうで職員を出し合ってつくってい

る組織でして、順番に何年かおきに、約４年ぐらいですかね。市町村から職員を派遣しておりま

す。県は常時派遣が来ております。それで、負担金なんですが、負担金の内容は、件数割といい
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まして、今回平成３０年度は１，２８５万４，０００円を負担金として支払っているんですが、

その内訳としましては、件数割といいまして、５０件委託するのに１件当たり１１万円、それと

実績割といいまして、租税債権管理機構のほうで３０年の負担金の実績割としまして、２８年度

に徴収しました７，３０４万６，０００円、これに対して１割の７３０万４，０００円、これを

負担すると。実績割と。それと、均等割といいまして、１市町村当たり５万円、これを足したも

のがその年の負担金として払うということになっております。まず、件数割で５０件分掛ける１

１万円で５５０万円、それと実績割として平成２８年度に機構のほうで徴収した額の１割、７３

０万４，０００円、それと各市町村、１市町村当たりの均等割分５万円、これを足したものが負

担金としてその年に納める金額となっております。これは毎年ですから金額は変わります。以上

です。 

○杉森委員長 よろしいですか。ほかにありませんか。山本委員。 

○山本委員 山本です。よろしくお願いいたします。 

 では、私は全体のところからちょっとお願いします。 

 財政課になるかと思うんですが、自主財源をふやすための取り組みということで、何年か前か

らか、未利用地の売却とか、あと広報うしくへ広告を出したりというようなことがいろいろ進め

られていると思うんですが、そこら辺の自主財源の取り組みの実績、ここ数年どうだったのかと

いうことをお聞きしたいと思います。 

 それから、今回いただいた行政コスト、このカラー刷りですね。財政書類一般会計、これにつ

いてもお聞きしてもいいですか。はい。 

 この中の右上の行政コスト計算書というところなんですけれども、この中で経常収益の使用料

及び手数料というところがあるんですが、この中の主なものというものが何があるのかというの

をお聞きしたいと思います。そして、その経常収益の２番のその他、これがどういったものが大

きいもの、主なものがあるのかというのをお聞きしたいと思います。 

 それから、先ほど監査のほうの意見書の件があったんですが、物件費がふえていることで経常

収支比率が悪化させる要因の１つとなっていたというふうに注意書きでもあったんですが、この

物件費、どういうところの、物件費の中にもいろいろあると思うんですが、何が大きくその増加

したのかというところをお聞きしたいと思います。以上３件です。 

○杉森委員長 経営企画部次長兼財政課長。 

○山﨑経営企画部次長兼財政課長 ３点の御質問にお答えします。 

 まず、自主財源をふやすための取り組みということですけれども、未利用財産の売り払い、こ

ちらは３０年度、下根と小坂町、こちらの合計４筆なんですけれども、総額４６１万５，０００

円で売却いたしました。また、広報うしくへの広告掲載料、こちらが２２万５，０００円、牛久

運動公園野球場の広告掲載料は９８万５，０００円、総額で５８２万５，０００円の収入があり

ました。今後の対応なんですけれども、広告収入等を強化していくのも当然ですけれども、今現

在公共施設総合管理計画、こちらを策定しておりまして、その中では各施設の使用料等の見直し

も入っております。こちらを見直すことによって、大きな自主財源の増加につながると思います。
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また、未利用地の売却についても、今後進めていきます。例えば新たな街路が開通することによ

って、今現在の土地が上昇する。そのようなタイミングを見計らって、未活用財産の売却もあわ

せて進めていこうと考えております。 

 続きまして、財務書類なんですけれども、経常収益の使用料及び手数料、平成３０年度で普通

会計で言いますと３億５，３００万円、こちらは一般会計で言いますと、使用料、手数料に当て

はまります大きなものから言いますと、塵芥処理手数料とか、住宅の使用料、保健体育の使用料、

道路占用料等になります。その下にありますその他、こちら１０億７，８００万円なんですけれ

ども、こちらについては、主に諸収入、雑入の歳入が計上されております。主なものとしまして

は、学校給食費、回収資源売りさばき料、これはクリーンセンターの古紙または鉄、アルミ等の

売りさばき料です。ごみ袋の売りさばき料、高額療養費の返納金、ひたち野うしくのプール利用

料の諸収入について計上されております。 

 最後になります委託料についてです。過去５年間の決算額を見ますと、平成２６年度以降、２

９年度を除き各年度増加しております。物件費に占める委託料、これ物件費の中の委託料が主な

内容になっておりまして、その割合は、５７から６０％で推移しております。委託料の内容とい

いますと、例えば各種計画策定委託とか、電算の改修の委託、また、施設の警備、保守業務、点

検、また、植栽業務、こちらが含まれます。以上でございます。 

○杉森委員長 山本委員。 

○山本委員 ありがとうございました。自主財源をふやすための取り組みということで、公共施

設の総合管理計画の中で使用料の見直しという御発言がございました。この行政コスト計算書、

私ほかの自治体もちょっと見てみたんですけれども、この経常収益のところの使用料及び手数料

というところが、やはり少ないんですね。ほかの自治体を見ると、その他より使用料のほうが多

くなっているんですけれども、牛久の場合は使用料が３分の１で、その他のほうが多いというこ

とで、ちょっとほかの自治体に比べるとそこら辺が少ないのかなという気はしました。ただ、や

はり使用料というのは多くの市民の方にかかわってくることなので、なかなかこの見直しという

のも難しいかと思うんですが、やはり時間をかけてやっていかなければいけないことだと思いま

すし、そういった中で市民を巻き込んで長い期間かけてそういう協議会というんですかね、そう

いうものをも含めた中でやっていかないと難しいのかなという気がするんですが、何か具体的に

そういう今後使用料の見直しに向けての取り組みというのを考えていらっしゃるのか、お聞きし

たいと思います。 

○杉森委員長 経営企画部次長兼財政課長。 

○山﨑経営企画部次長兼財政課長 今現在、公共施設管理総合計画、こちらのどのくらいの事業

費が年度ごとに出てくるのか、精査しているところです。それによりまして、また、現在の使用

料が施設を運営するためにどのくらいの割合をいただいているのか、近隣市町村等とも余りかけ

離れると、市民に結局は負担になりますので、そこを今調査中です。 

○杉森委員長 ほかにありますか。守屋委員。 

○守屋委員 では、よろしくお願いいたします。 
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 １３８ページの０１０６地域安全パトロールをする１，１７２万４，５９１円と、それともう

１個、０１０７防犯灯を維持管理する３，６４７万７，４９５円と、この２点あるんですが、私

の言っているのがちょっとピントがずれていたら御勘弁願いたいんですけれども、一応この前敬

老会ありましたですね。お年寄りといろいろな話をしている中で、何人かのお年寄りが、夜、青

パトですよね。「青いパトロールの車が来ると、ほっとする」と言うんですよね。「なぜなの」と

言うと、やはりうちのほうはひとり暮らしの老人というのがかなり多いですから、その方たちが

非常に安心するということなんですよね。だから、１，１７２万円というと結構多い出費だとは

思うんですけれども、ぜひこれももっといろいろ考えていただいて、例えばこの間の台風のとき

なんかは、夜大変だと思うんですけれども走っていただいて、一言やはり放送をしながら回ると

か、ぜひそんなことをやっていただきたいのと、これはけちらないでいただきたいなと、そうい

うように思います。 

 それと、あと防犯灯を維持管理するというのも、これも結構お金大変だと思うんですけれども、

やはり夜はなるべく明るくするのが安全だと思いますので、ぜひ役所の方も大変だと思いますけ

れども、ひとつよろしくお願いしたいと思います。お願いでございます。それだけでございます。

いや、質問じゃなくて、ちょっとピントがずれちゃっているんだけれども、お願いでございます

ね。よろしくお願いします。 

○杉森委員長 委員の皆さんに一言お願いしたいんですが、あくまでも決算特別委員会というこ

とで、お願いの場ではございませんので、よろしくお願いいたします。 

 執行部の答弁を求めます。交通防災課長。 

○山岡交通防災課長 それでは、お答えいたします。 

 まず、地域安全パトロールを実施するですけれども、こちらにつきましては、３１年度も実施

しておりますので、特になくなるということはないと思います。 

 防犯灯につきましても、常時点検等も行っておりまして、漏洩箇所があればすぐ修繕という形

で連絡いただきましたらすぐ対応ということで現在進めておりますので、こちらも引き続きそう

いう形で進めていきたいと思います。以上です。 

○杉森委員長 委員の方に申し上げます。 

 １巡目が一応今終了したわけですけれども、２巡目に質問を予定されている方はどの程度おら

れるでしょうか。挙手をお願いします。４人。失礼しました。副委員長がもう１人おられますの

で、１巡目まだ終わっておりません。失礼いたしました。そのほかに。副委員長。 

○鈴木委員 それでは、私のほうから２点だけ御質問させていただきます。 

 平成３０年度決算統計の特徴についてという資料のほうの各財政力のほうなんですが、恐らく

これは文章の間違いじゃないかなと思うんですが、ちょっと質問に答えていただきたいと思うん

ですけれども、１番の財政力指数、「地方交付税の規定により算定した基準財政需要額を基準財政

収入額で除して得た数値」とありますが、この基準財政需要額、基準財政収入額は、これは逆で

はないかと思うんですが、どうでしょうか。財政力指数を出す算定のこの言葉なんですけれども。 

 それから、２点目は、平成３０年度の一般会計のほうの決算特別委員会の説明資料の中の個々
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の問題というよりも、この予算執行率の低いところなんですけれども、ここについては理由はそ

れぞれ書いてあります。ただ、これは次年度の予算で同じような項目があがった場合に、この予

算の低いところについてはどのような対応を今後していくのかということをちょっとお聞きした

いと思います。 

 その中で、ちょっと特にこの４ページのところの文書の発送を一括管理するというところが、

執行率が７７．０５％となっているんですけれども、各課で発送する郵便物を各課の事業費で負

担したことによる減額と書いてありますが、これは一括管理するのか、それとも各課で発送する

郵便物を各課での事業費で負担していくようになっていくのかということもちょっとお答えして

いただければと思います。以上です。 

○杉森委員長 経営企画部次長兼財政課長。 

○山﨑経営企画部次長兼財政課長 特徴の５ページ、財政力、大変申しわけございません。この

文章、地方交付税の規定により算定した基準財政需要額、委員おっしゃるとおり、これ逆、間違

いでした。「基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値」、これ言葉が逆になっていまし

た。どうも済みませんでした。 

○杉森委員長 総務課長。 

○吉田総務課長 文書の発送を一括管理するについての御質問ですが、こちらについては、２９

年度及び３０年度と、ここ最近ある程度大きな予算で郵送料をあらかじめ見込めるものについて

は、各課で計上していただく方向で今やっております。ですので、今後もある程度の額で見込め

るものについては、各課の各事業において予算計上していただくということの方向性でやってお

ります。以上です。 

○杉森委員長 それでは、既に１時間経過しているわけですけれども、あと２回目の質問を予定

されている方が４人程度ということですので、このまま続行させていただきます。よろしくお願

いします。 

 それでは、質問のある方、挙手をお願いします。加川委員。 

○加川委員 引き続き、よろしくお願いいたします。３問ほど質問して最後にいたしたいと思い

ます。 

 まず、決算書１００ページ、会計課の御質問でございます。各会計の出納を正確かつ迅速に管

理するということで、３０７万２，４８９円のうち、決算書の印刷製本費１４万７，９６０円が

計上されております。私、この数字を見たときに、率直にこれだけの決算書をおつくりになって、

すごく低コストで仕上がっているというふうに申し上げましたところ、全部庁内で人手で賄って

印刷製本等を行っているということでございました。大変な御苦労かと推察いたします。他部署

での印刷製本の状況を聞きましたところ、ほとんどのところが外注もしくは委託されているとい

うふうに把握いたしました。なお、大変よくできている決算歳出書でございますが、４の印字が

薄れている、ところどころ７が欠けているというよりはちょっと見にくい部分がございます。こ

ちら、印刷委託した場合、どのようにコストが上がるのか、また、人件費と残業費と手間を考え

れば、ほかのこの莫大な情報という煩雑な業務にその分人材を割けるのではないかというふうに
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考えますがいかがでしょうか、というものが１つ目。 

 ２つ目は、ページ、１０８ページ、管財課、目０１０８番、リフレを維持管理するという内容

でございます。こちら、空調の工事が何年度かにわたって入っているかと思いますので、金額的

には非常に大きなものになっておりますが、前年度に比べてどのくらい平成３０年度維持管理に

お金がかかっているのかどうか、空調の工事等の都合もあるかと思いますが、お知らせ願いたい

と思います。また、リフレに関しましては、市民の方から、稼働率に関して維持管理費のほうが

上回っているのではないかという素朴な疑問がございます。会議室がその日にあいていても使え

ない、稼働性が悪いといったこともございます。維持管理費、人件費に関して、稼働率とのバラ

ンスが合っているかどうか、お聞きしたいと思います。 

 それから、３点目でございます。１３０ページ、目０１１２番、市民活動課、コミュニティ活

動を助成する、こちらは２，４００万円ほどの予算が計上されていますが、こちらの具体的な活

動内容と、その対費用効果、どのくらいの団体が利用されているのかなど、お聞きしたいと思い

ます。以上でございます。 

○杉森委員長 会計管理者。 

○飯島会計管理者 会計課の飯島です。よろしくお願いいたします。 

 加川委員の決算書の印刷についての御質問にお答えします。 

 まず、印刷製本費の１４万７，９６０円の内訳についてお答えさせていただきます。 

 内訳の１つは、複写式の３枚つづりの白い納付書の印刷代が９万８，２８０円、２つ目は、一

般会計の決算書の製本代が４万９，６８０円となります。この一般会計決算書は、会計課の職員

がコピー用紙を使って印刷機で印刷し、一般会計は製本を印刷業者にお願いし、特別会計は帳合

い作業も職員が行い、味わい深い決算書となっております。一般会計決算書を印刷から製本まで

を外注した場合の市内印刷業者参考見積もりは、令和２年度で税込み９２万９２０円となってい

ます。ちなみに、特別会計は税込み価格４１万３，４９０円で、一般会計と特別会計を合計する

と１３３万４，４１０円となります。また、特別会計を含めた決算書全体に係る経費ですが、コ

ピー用紙、色上質紙、印刷機インク、マスターロール、人件費、製本代合計で、平成３０年度の

決算書で約２６万円です。今までどおりの手づくりの決算書に係る経費と全てを外注した場合の

経費では、約１００万円の差が出る計算になります。以上です。 

○杉森委員長 総務部次長兼管財課長。 

○野口総務部次長兼管財課長 よろしくお願いします。 

 リフレビルの御質問についてお答えしたいと思います。 

 まず、空調関連なんですけれども、ことしも昨年も空調に大きな工事をさせていただいており

まして、なので直近の電気料の状態というのはそれぞれ工事のために空調がとまっている部分が

ありますので、直接比べられませんで、平成２９年度の４月から９月の分、それと平成３１年の

ことしの４月から９月の分ですね。この２つを比較した場合に、電力使用量で言いますと、これ

は平均で大体９２．３％なので、数字としては落ちていると、消費量が落ちているということで

す。ただし、金額に直した場合には、電気料というのがかなり複雑な計算で、素直にこの使用量
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の低下分が価格に反映されておりませんで、６月間の合計で１３万円ほどことしのほうがふえて

しまっているといったような状態です。 

 それから、リフレビルですね。これさまざまな御利用をいただいております。一般に貸し出し

等を行っておりますリフレプラザ、これは生涯学習課で管理業務を行っております。それから、

会議室等があります４階ですね。こちら市民活動課さんで受付いただいておりますけれども、お

話の当日あいていてもなかなか使えないというようなお話は、恐らくプラザの話かなとも推察し

ますけれども、直接私どもでは済みません、受付業務、管理を行っておりません。ビル管理なも

のですから、稼働率のデータを持っておりません。ただ、拝見します限り、イベント等がない場

合、学生さんの学習室ですとか、待ち合いとかで利用されているので、ストレートにそのままで

利用されていないという状態もちょっと表現としてはなかなかつらいのかなというふうに考えま

す。済みません。本日のところは私から申し上げられるのは以上でございます。 

○杉森委員長 市民活動課長。 

○糸賀市民活動課長 市民活動課の糸賀です。よろしくお願いします。 

 私のほうから、コミュニティ活動を助成する、通称たまり場補助金について御説明をさせてい

ただきます。 

 こちらにつきましては、内容につきましては全て補助金となっております。補助金につきまし

ては、集会所を広く周辺の行政区内外を問わずに年間３分の２以上無償で開放することに対しま

して、月額７万円掛ける１２カ月で８４万円の補助金を交付しております。こちらの決算につき

ましては、行政区数で３０行政区分の補助金で、ただ、２つの行政区で１個使っているところが

ありますので、実際はそれより１つ下がるようになるかと思います。こちらなんですけれども、

費用対効果というお話でございますが、補助金はもともと始まりが開館、館を開くのほうの開館

でございますが、開館のための光熱水費のほうに充てていただいております。そのほかに、行政

区のさまざまな活動について使っていただける補助金となっておりますので、ほとんど１００％、

これを超える金額で行政区のほうで決算を出していただいております。また、使っていただいて

おりますのは、行政区での会議、行事を含めまして、各サークル、サロンなどでかなり高密度で

会館を使っていただいているのが現状でございます。以上です。 

○杉森委員長 加川委員。 

○加川委員 ありがとうございます。それでは、会計課の印刷製本費について再質問させていた

だきます。 

 こちら、市内業者に全てを外注したら約１００万円の予算計上になるということでございます

が、部分的にでも、例えば製本の部分、製本は外注されているということでございましたね。部

分的な一番大きな決算書の部分だけでも外注されるとか、そのようなことで膨大な手間を多少本

来の決算書の予算の出納ということに充てるという意味では、外注されるというお考えは今後ご

ざいませんでしょうか。再度お伺いいたします。 

○杉森委員長 会計管理者。 

○飯島会計管理者 まず、加川委員の今お話の１００万円ということですが、正式には１３３万
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円なんですけれども、今後決算書作成には、今決算書の作成は通常の事務をこなしながら皆で少

しずつ印刷作業をしている都合上、どうしても昼間に事務が進まなかった分を残業などで対処す

ることとなっています。今後働き方改革などでより効率的な事務を行うようにするためには、印

刷の外注も今後の検討材料と私も考えております。また、紙の値上がりや地球温暖化防止などに

対処するためにも、決算書のペーパーレス化も検討材料と思っております。以上です。 

○杉森委員長 ほかにありませんか。北島委員。 

○北島委員 私も３つばかり質問します。 

 まず、全体というか、決算にかかわる問題で、基金についてです。財政調整基金、減債基金の

増加については、県からも指摘されているというふうに私聞いておりますが、適正規模の基金は

どのくらいなのかということについてお聞きします。また、さまざまな基金ありますが、どうい

うふうに有効に使われ、どういう目的でどう使われているかの説明をお願いできればと思います。 

 それから、次に、ページ、１１４、市民満足度調査の要望に応えるという項目で３，４６３万

７，７６０円、これ、当初予算上計上されなかったんですが、なぜ執行することになったのか、

どのような事業が執行されたのか。補正予算で出されたと思うんですが、私、何しろ１年目なの

でその状況がよくわかっておりませんから、説明をお願いします。 

 それから、ページ、９４、０１０５法令書籍の加除による最新情報を提供する６２５万６，２

６２円、今ネット上では政府のｅ－Ｇｏｖ、法令検索というようなものがあって、もうすぐに検

索できます。法令の文書については。そういったことを活用することで、この必要のない加除を

取りやめることでこの減額はできないか。以上３点、お願いいたします。 

○杉森委員長 経営企画部次長兼財政課長。 

○山﨑経営企画部次長兼財政課長 それでは、基金についての御質問にお答えします。 

 牛久市は、茨城県内では基金残高比率が低いほうで、２９年度の決算では県内４４市町村のう

ちの３４位となっております。県からは、基金積み立て、財政調整基金ですけれども、積み立て

るように、増額するように指導がありました。しかし、平成２９年に国の経済財政諮問会議、こ

ちらで地方自治体の基金残高が多額であるという意見が出まして、茨城県は一転しまして財政調

整基金の残高を抑制するような指導が一時ありました。今現在はそのような指導はなくて、市町

村の自主性に委ねられている状況です。 

 委員おっしゃる基金、財政調整基金を初めとする基金の適正規模、これは昔から議論されてい

まして、経済学者に言わせると、昔は標準財政規模の１０％程度が望ましいと。牛久で言います

と、標準財政規模約１５８億円ですので、１５億、１６億あたりが１０％になりますけれども、

１０％程度が望ましいと言われていました。しかし、最近の経済学者等の意見を見ますと、１０％

から２０％、若干ふえております。これは、経済の低迷によって収入が少なくなったとき、また

は大規模な災害が起きたときということで、牛久においては大きな法人がありませんので、景気

経済によって大きな税収の増減がありません。あとは災害に対応するということで、最低でも標

準財政規模の１０％、１６億円程度は最低財政調整基金で確保せねばならないと考えております。 

 そのほかの特目基金なんですけれども、基金を積極的に活用している部分と、余り活用してい
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ない部分、実際にございます。例えば減債基金、こちら１０億７，０００万円、１０億８，００

０万円ありますけれども、国が繰り上げ償還を認めてくれないということで、今余り活用してい

ません。しかしながら、過去の利率の高い起債の借り入れがまだ残っていますので、繰り上げ償

還、政府はできませんけれども、市中銀行、民間銀行の貸し付け等は今後検討していこうと考え

ています。また、基金の中には各種、生活環境クリーンセンターの維持管理等の基金とか、社会

教育施設、文化施設の管理基金、そういう基金があります。先ほども出ましたけれども、公共施

設総合管理計画、これを策定して今後どのくらい財政需要が出るかを見きわめて、こちらの基金

から維持管理基金の財源を活用して、通常の行政サービスに影響のないようにしていこうと考え

ております。そのほかはふるさと基金とか、今回の１０月補正であげています森林環境譲与税の

基金、こちらは毎年経理を明確にするために、その年の歳入をあげて、それで取り崩すという形

をとっております。また、ことし開催しましたいばらき国体、この国民体育大会運営基金１億２，

０００万円ありましたけれども、こちらは今回の国体をもって基金のほうは３月になるかわかり

ませんけれども、基金の条例のほうは廃止になる予定でございます。以上です。 

○杉森委員長 政策企画課長。 

○栁田政策企画課長 市民満足度調査の要望に応える事業についてお答えさせていただきます。 

 平成１４年度からこちらの市民満足度調査、実施しておりまして、これまではやはり市民満足

度調査の結果を反映させるというのが翌年度になっておりました。市民満足度調査自体が年度末

の２月から３月にかけて実施しておりまして、その翌年度というとまるまる１年、間があいてし

まうということで、市民の皆様の要望が多いもの、こちらについては補正予算で対応してその年

度内に市政に反映することができないかということを庁内で検討した結果、そういった事業も必

要ではないかということで、補正予算で実施をしたわけなんですけれども、昨年度につきまして

は、市民満足度調査の要望の第１位、夜間や人通りの少ない地域における安全を確保する施策と

いうことで、街中の交差点等の防犯カメラ、こちらの増設ですね。当初予算では４基だったもの

を６基追加して、合計で１０基取りつけをいたしました。 

 続いて、市民満足度調査第５位の生活環境を良好に保つための空き家対策を推進するというこ

とで、こちら空き家対策制度の周知力アップということで、制度の啓発チラシをつくりまして、

空き家を所有する市内外の所有者の方に固定資産税の納税通知書と一緒に送らせていただくとい

うことをやりました。 

 そして、市民満足度調査第８位が安全で快適に利用できる道路環境を整備するということで、

市道の補修ですね。こちらは昨年は２カ所、市道６号線ということで、女化神社の前の通り、そ

れから市道７８９号線、こちら牛久一中下を通って喫茶店ユーモアの先の交差点より東側の部分、

こちらの道路改良を行いました。 

 その他、経費としてはかかっていないんですけれども、市民満足度調査第２０位で、より多く

の市民がスポーツを楽しめる施設を整備するということで、冬期間のテニスコートの利用時間拡

大、それまでは午後は５時までの利用となっていたものを、冬期間も利用申し込みがあった場合、

午後９時まで拡大するということを行いました。以上です。 
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○杉森委員長 総務課長。 

○吉田総務課長 法令書籍についての御質問ですが、ｅ－Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ法令検索という

このネットにつきましては、新しい法律の改正条文等がいち早く掲載されるということで、委員

御指摘のとおり有効なサイトであることは承知しています。こちらの法令書籍の加除による最新

情報を提供するという事務事業のこの法令書籍というものは、最新の条文等はもちろんですけれ

ども、それ以外に条文そのものの解説、それからその条文にかかわる判例、法律にかかわる判例、

裁判例等ですね。それから、行政実例等も多数載っている書籍です。法令に基づく業務を行う我々

にとっては大変参考になる資料です。ですので、どちらかというとそちらのいわゆる解説のほう

を我々が読みたくて利用しているというところでございます。以上です。 

○杉森委員長 北島委員。 

○北島委員 どうもありがとうございました。 

 市民要望に応えるという点で、この多かった順じゃなくて、どういった優先順位でこの１番、

５番、８番、２０番というようなことを採用したのでしょうか。 

○杉森委員長 政策企画課長。 

○栁田政策企画課長 市民満足度調査の要望に応える事業の採択の基準といたしまして、現実に

個々のものについての要望があったもの、そして年度内に事業が終了するもの、そして国庫補助

などの補助金のないもの、こういったものを基準に選定して事業を実施いたしました。以上です。 

○杉森委員長 北島委員、何かありますか。じゃ、いいです。甲斐委員。 

○甲斐委員 よろしくお願いします。３問お願いしたいと思います。 

 １４０ページですね。ちょっと細部の話になって申しわけない。事業内容の確認をとりたいん

ですが、０１１０、私も防犯カメラなんですけれども……、その前にごめんなさい。０１０８防

犯灯を新設すると連動してカメラを設置するなんですが、これ、こちらの成果説明書、カメラは

出ているんですけれども、防犯灯のほうがちょっと資料がないみたいなので、どこに設置された

のかと、今お話もされていましたけれども、ことしはカメラのほうが１０機ということで、今後

カメラを私はふやしていったほうがいいと思うんですけれども、その辺、設置予定をどう考えて

いらっしゃるのかということをお聞きしたいと思います。というのも、住民相談といいますか、

情報が入ってくる中で車両盗難がすごくふえているということで、この資料を見ると市有地だけ

になっていると思うんですけれども、住宅の中ですね、その辺も今後やっていくのかどうなのか

も含めて、考え方といいますか、そちらになっちゃうんですけれども、御質問させていただきま

す。防犯灯とカメラですね。 

 あと、公用車、その下０１１２なんですけれども、公用車事故に対する賠償補償をするという

ことで、これよく議運とかで保険の対象ということで御報告をいただくんですけれども、その保

険の対象外のものの金額の決裁であるのかどうなのかということと、それとその事故に対して、

ちょっと言い方悪くて済みませんが、指導要綱みたいなのがあるのであれば、どういうふうな指

示ないしは指導をしているか、ちょっと教えていただきたいなと思います。 

 それと、戻りまして３問目なんですが、１１２ページ、０１０４公共交通の活性化について検
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討するなんですけれども、この負担金、補助及び交付金で５００万円あがっていますけれども、

１番、２番、３番ですね。その下の負担金の茨城県公共交通活性化会議と２番の牛久市地域公共

交通会議、会議体がどういう会議体であって、その会議内容といいますか、中身のどういう御検

討をされているのかをお示しいただきたいと思います。以上３点です。 

○杉森委員長 交通防災課長。 

○山岡交通防災課長 それでは、甲斐委員の質問にお答えいたします。 

 まず、防犯灯を新設するですけれども、こちらにつきましては、平成３０年度各行政区からの

要望等を集約いたしまして、１５６基つけてございます。それと、防犯カメラのほうなんですけ

れども、先ほどのお話にありましたように、前倒しで平成２８年に５カ年計画で策定したものに

つきましては全て終了したことから、今後につきましては、新たに牛久警察署に御協力いただき

まして、１１カ所の重点地域を選定しております。その中でことし１月には栄町三丁目交差点に

２台の防犯カメラを設置をしております。今後もこの重点地区に選定した部分につきましては、

順次整備してまいります。以上です。 

○杉森委員長 総務部次長兼管財課長。 

○野口総務部次長兼管財課長 公用車事故に対する賠償補償についての御質問です。 

 こちらにありますのは、通常賠償補償は保険会社から直接相手方に対して支払われているんで

すけれども、昨年処理しました事故のうち、グリーンファームさんが関係した事故について、先

方との交渉過程において、そういった議会の議決を経てから入金するということだと、議決を経

て保険請求をして保険会社が手続をとってと、やはりどうしても時間がかかると。それでは遅い

ので、なるべく短期間でもって支払うということでなければ示談に応じるのは難しいというよう

な交渉経過があったということで、それで通例ここにあがってきていない数字が出てきていると

いうようなことでございます。 

 また、公用車に関する事故について、これまでも繰り返し皆様にも御説明申し上げ、指導申し

上げるというようなことで進めておりますけれども、なかなか減ってくるということができない。

こちらについて御質問の指導要綱といったような定式化されたルール化されたものというのは、

現在は作成されておりません。交通事故についての処分基準というのは、これは作成しておりま

すけれども、職員についてどういった形で物損であればこうだとか、そういったような形で手続

を定めたものというのは現在なく、それぞれの職場で毎朝ということはございませんけれども、

声がけをするように、２人以上いるなら１人は周りに出て見てくれよというような形で、行くた

びごとにお願いを申し上げて言っているというのが現状でございます。以上です。 

○杉森委員長 交通防災課長。 

○山岡交通防災課長 先ほどの防犯カメラの件なんですけれども、住宅地の中ということですけ

れども、こちらにつきましてはプライバシーの件もございますので、今後検討していきたいと考

えております。まずは重点地区のほうを先に進めさせていただきたいと思っております。以上で

す。 

○杉森委員長 政策企画課長。 
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○栁田政策企画課長 公共交通の活性化について検討する事業の中で、負担金について説明をさ

せていただきます。 

 まず、１番の茨城県公共交通活性化会議、こちらは茨城県内の全市町村が参加しております会

議で、こちらはその負担金になります。２番の牛久市地域公共交通会議、こちらコミュニティバ

スを運行するに当たって、その地域の交通事業者であるとか、市民であるとか、さまざまな団体

がそのコミュニティバスについて協議をしていただいて、協議が調わないと路線の変更であると

か、バス停の新設であるとか、そういったことができない仕組みになっておりますので、そうい

ったことを協議していただく場で、経費の主なものとしましては、こちらで公共交通マップ、全

世帯に年１回配布しておりまして、かっぱ号の時刻表ですね。それから、路線バスの時刻、ＪＲ

の時刻表、全て載ったもの、こういったものを配布しております。また、かっぱ号のお試し乗車

券、４月と１２月に実施しているんですが、こういったものを行って、モビリティーマネジメン

トということで公共交通を使って存続させていくという事業も行っております。３番の茨城県バ

ス運行対策費負担金につきましては、赤字路線の補塡の負担金でして、昨年度はつくば市方面に

向かう路線だったかと思うんですが、赤字の補塡の負担金で、茨城県、それから走っております

地域、つくば市方面ですと牛久市とつくば市で負担をしております。以上です。 

○杉森委員長 そのほかございますか。山本委員。 

○山本委員 では、３点お願いいたします。 

 市税の収入状況というか、去年、この１０カ年税収見込みというのを去年、おととしはいただ

いたんですけれども、今年度はちょっといただいていないということで、これの平成３０年、こ

のときまだ見込み額だったんですが、これが今回どういう金額になったのか。あと、今後、直近

５年、三、四年から５年ぐらい、この市税というのは、このときは平成３０年が一番ピークだっ

たんですね。１２１億円で、それ以降平成３１年からずっと下がってくるような推移になってい

るんですが、今現在この推移というのがどういう金額になるのかというのをお示しいただきたい

と思います。 

 それから、先ほど出ました１０２ページですね。公用車を管理するというところで、公用バス

９台ということでお話あったんですが、ちょっとお聞きしたところ、この運転手さんたち、今よ

く全日空とかパイロットの方も飲酒をしているということでよく話題になっていますが、運転手

の方のアルコールチェックというのをどんなふうに今、日常されているのかをお聞きしたいと思

います。 

 それから、８２ページの０１０５ですね。人事課になりますかね。職員の福利厚生を管理する、

ここに牛久市ハラスメント苦情処理委員会委員の報酬が出ております。今年度発生しております。

こちらに関して何件のこの苦情処理委員会への報告があって、どのような対応をとられたのかと

いうところですね。お聞きしたいと思います。以上３件です。 

○杉森委員長 税務課長。 

○晝田税務課長 税務課晝田です。よろしくお願いいたします。 

 市税の今後の税収予測ということでお答えさせていただきます。 
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 平成３０年度の市税の決算額は約１２１億４，５００万円となり、前年度より約１億２，００

０万円の増額となりました。平成２５年度以降、６年連続の増額となっております。基幹税目で

ある個人市民税は約２，６００万円、固定資産税は約１億７００万円の増収となりました。個人

市民税は、６５歳以上の年金所得者や定年後も職につくなどの給与所得者、こちらのほうがふえ

たことの納税義務者の増加及び所得金額の増加が主な要因になっております。固定資産税につい

ては、工業団地内の企業等の設備投資や太陽光発電設備の新設による償却資産の増加によるもの

です。 

 １０カ年税収見込みでは、固定資産税において、企業の設備投資が不透明なことや、家屋の新

築棟数の減少、また、固定資産税３年に一度評価がえというものを実施しますので、そちらによ

る減価などを勘案しまして、平成３０年度をピークとして減収と予測をしておりましたが、今回

の３０年度決算及び平成３１年度の企業等による償却資産の申告書の内容から、増収額は縮小す

るものの、令和元年度は当初予算額程度に増加するものと見込んでおります。また、以後数年間、

二、三年程度なんですが、固定資産税の評価がえ年度を除きましては、横ばいもしくは微増で推

移していくのではないかと予測しております。以上です。 

○杉森委員長 総務部次長兼管財課長。 

○野口総務部次長兼管財課長 バス運行についてのアルコールチェックの御質問にお答えしたい

と思います。 

 ドライバーさん、全部で１１名おりますけれども、アルコールチェックについては基本的に毎

日運行前にまず運転手の本人が実施して、それをほかの運転手が確認をするというような形で行

っております。バス９台で大体１日２０便のルート運行、そのほかにいわゆる研修等の利用とい

うのがありますけれども、このうちルート運行というのはほぼ福祉センターの敷地内にあります

車庫にあるバスで運行しております。そちらの勤務、非常勤の運転手さんがほとんどです。こち

らについては、申し上げたようなドライバー同士でのチェックのほかに、月に２回ないし３回の

頻度で庁舎勤務の常勤ドライバーのほうが予告なしに検査に立ち会うというようなことをして、

ふだん顔合わせが少ない場ですので、規律の維持を図っているというような状態です。以上です。 

○杉森委員長 人事課長。 

○二野屏人事課長 人事課の二野屏です。よろしくお願いいたします。 

 山本委員から御質問のありました平成３０年度のハラスメント苦情処理委員会に対する申し出

の件数は１件、委員会の開催回数は２回となっております。以上です。 

○杉森委員長 よろしいですか。山本委員。 

○山本委員 ありがとうございました。 

 市税はやはりあれですね。高齢になっても働いている方が多いということで、今の世相を反映

しているかなと思ったんですが、こういう１０カ年見込みというのは、今年度発行していただけ

なかったんですが、これは発行していただくことはできるかどうか、ちょっと確認したいと思い

ます。 

 あと、アルコールチェックなんですけれども、これに引っかかった場合というのか、そういっ
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た場合はもちろん運転させないというそういう事案が今までもあったのかどうかというところを

お聞きしたいと思います。 

 それから、ハラスメントなんですけれども、１件で２回行ったということで、これはこういう

言い方はちょっとおかしいかもしれない。被害者と加害者というのがいた場合、それぞれにどの

ような対応をして、今解決しているのかどうかというところをお聞きしたいと思います。以上で

す。 

○杉森委員長 税務課長。 

○晝田税務課長 委員の質問に回答します。 

 １０カ年の税収見込みについてなんですが、１０年という期間なんですが、この期間、法改正

であるとか、景気の動向の把握がちょっと難しいということで、作成をしておりません。予算編

成の時期であれば、期間ちょっと短くなっちゃうんですが、３カ年程度の期間であれば、見込み

を作成することは可能であると思います。以上です。 

○杉森委員長 総務部次長兼管財課長。 

○野口総務部次長兼管財課長 お答えいたします。 

 アルコールチェックの結果、引っかかったというような数字ですけれども、いわゆる道路交通

法でいう罰則規定に伴うような違反というのはありませんけれども、ただ、基本的にアルコール

というのは道路交通法の罰則規定に引っかからなければいいかというと、そういうものではない

と。そういった観点から、数字が検出されてしまった方ですね、これ過去にあった事例では、そ

の日の常務から外れてもらうというのが基本です。そのあたり、いつでも予備のドライバーを用

意しておけるわけではない、やはり規律の強化ということで対応していくよりほかはないのでは

ないかなというのが今の車両管理室の課題状況となっております。以上です。 

○杉森委員長 人事課長。 

○二野屏人事課長 ３０年度にありましたハラスメント申し出の委員会としての結論にはまだ至

っていないということで、継続中という扱いとなっております。以上です。 

○杉森委員長 そのほかございますか。よろしいですか。それでは……。質問があるんですか。

そうですか。山本委員。 

○山本委員 それでは、では済みません、会計監査はいいんでしたっけ、ここで。監査委員会は

大丈夫ですか。いいですか。はい。では、１６０ページですね。０１０３各会計の決算を審査す

るということで、平成３０年度定期監査のされた状況ですね。それから、財政援助団体の監査、

こちらは何件この年度では行ったかということ、そしてその監査の状況から見受けられたこと、

特徴的なことをお示しいただきたいと思います。 

 それから、先ほどちょっと重なるところがあるんですが、市民満足度調査の要望に応えるとい

うことで、１１４ページ、０１０９ですね。補正予算ということで次年度に回さないで行ったと

いうことなんですが、この金額を見ますと、平成３０年度ですね、この年は３，５００万円、こ

としたしか補正でこの前あがって５，８００万円ということだったんですが、今後この施策を続

けていく場合のこの予算、この金額を幾らぐらいを設定していらっしゃるのかというところをお
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聞きしたいと思います。 

 それから、成果説明書の２２ページです。市政に対する満足度を調査するというところで、今

回この回収方法、郵便のほかにインターネットの回答があったということで、多分今回これ初め

てなのかなと思うんですけれども、私もこのインターネットの回答とてもいい取り組みだと思う

んですが、１，１６２件のうち、インターネットが１１９件の回答があったということで、こう

いう方たち、若い方たちなのかと思うんですが、こういった取り組み、今後もしていかれるのか

どうかというところ、あとどういうふうにインターネット回答の場合、されるようになっている

のか、ちょっと仕組みを教えていただければと思います。以上３件です。 

○杉森委員長 山本委員に質問させていただきますが、質問はまだ残っておられますか。いや、

あればいいんですが、大丈夫ですか。はい。それでは、質問に対する回答を求めます。監査委員

事務局長。 

○大和田監査委員事務局長 監査委員事務局大和田です。よろしくお願いいたします。 

 山本委員の定期監査と財政援助団体監査の御質問にお答えいたします。 

 委員のほうが各会計の決算を審査するという事業ということでしたが、定期監査と財政援助団

体監査につきましては、その上の０１０２財務事務と事業管理を監査するというところの事業に

なりますが、そちらでよろしいでしょうか。はい。 

 では、まず定期監査と財政援助監査なんですが、結果のほうは監査委員の意見書として本年３

月に市長及び議長のほうに提出させていただいておりまして、また、ホームページのほうにアッ

プしておりますので、そちらの概略のほうを説明させていただきたいと思います。 

 定期監査は、対象として４５カ所、内訳といたしましては全４１の課及び局に加え、外部施設

である奥野小学校、牛久第二中学校、栄町保育園、牛久第二幼稚園を実施しております。監査結

果につきましては、どの部署においてもおおむね適正に執行されていることが認められ、改善を

要求する指摘事項に該当するものは、案件はございませんでした。 

 指摘事項はなかったんですが、講評として、監査委員の意見として述べさせているものがござ

います。１つ目が、事務を行うに当たり、根拠法令等をよく確認し、法令遵守の徹底をお願いし

ますということです。もう１つが、出勤簿や時間外勤務命令簿、休暇簿の記入に誤りが見受けら

れるので、単純な人為的ミスを防止する仕組みの構築が必要ではないかという意見を述べさせて

いただいております。 

 次に、財政援助団体等監査です。こちらは、牛久市から補助金の交付されている団体の中から

選定された３０年度は５団体と指定管理者１団体について、それらの所管する課に対して監査を

実施しております。監査結果は、こちらも各団体ともおおむね適正に執行されていることが認め

られ、改善を要求する指摘事項に該当する案件はございませんでした。こちらも監査委員の意見

として述べさせていただいているものがございます。こちらは補助金交付団体の会計処理を含め

た事務を団体の規約により担当課が事務局を担う旨規定されており、実際に行っている団体が見

受けられる。人的支援がなくても自立して運営できるよう検討してくださいというもの、続いて

経常的に補助金額を上回る繰越金が発生する場合には、補助金額の見直しを検討してください。
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３つ目として、事業に対する補助金の支出は原則当該年度のみであることに留意してくださいと

いうことで意見を述べさせていただいております。以上です。 

○杉森委員長 政策企画課長。 

○栁田政策企画課長 市民満足度調査の要望に応える事業と、市民満足度調査についての御質問

にお答えさせていただきます。 

 まず、市民満足度調査の要望に応える事業についてなんですけれども、毎年市民満足度調査の

結果を研究分析をしております。その中で、年度途中であっても対応すべき事業という判断があ

れば、実施するということで現在のところおりますし、また、効果が出る事業であれば、スピー

ド感を持って実施する予定でおります。予算については、その事業内容次第ということもござい

ますので、ちょっと概算で先に幾らか確保するということはしないということで考えております。 

 それから、市民満足度調査なんですけれども、インターネットで回答をしていただけるように

しましたのは、昨年度が初めてでございました。回答者の年齢構成でいきますと、インターネッ

トの使用率が高いと考えられます１８歳から５９歳までの方、こちらの回答者が全体の回答者の

中で５２．４％いらっしゃいました。その中で全体で１０．２％の方がインターネットを使って

回答ということで、こちらについては平成２７年度に行いました国勢調査、こちらの牛久市のイ

ンターネットでの回答率が４７．２％ございます。こちら調査方法が郵送と調査員さんが直接訪

問して調査用紙の記入、またはインターネットで回答というお願いをしてくるという違いがござ

いますので、ちょっと一概に比べられないんですけれども、国勢調査の回答率が非常に高くて県

内１位だったということもございますので、今後さらにインターネットでの回答を多くするよう

進めていかなければならないと考えております。以上です。 

○杉森委員長 山本委員。 

○山本委員 わかりました。先ほどの監査のところなんですけれども、財政援助団体、補助金を

出している団体ってたくさんあると思うんですが、毎年できるのが大体この５団体だと、かなり

全ての補助団体をやるには時間がかかるのかなと思うんですが、そのあたり、これをふやすとか

いうことはなかなかこの人員的に難しいのかどうか。あと、繰り越しですね。補助金を出して繰

り越し、それ以上上限使わなかった場合、本来返さなければいけないのに、そのまま積立金とい

うか、そういう形にしているところというのがあるのかどうか。そこへの指摘みたいなものがあ

るのかどうかというのをちょっと確認したいと思います。 

○杉森委員長 監査委員事務局長。 

○大和田監査委員事務局長 お答えいたします。 

 財政援助団体等監査なんですけれども、委員の御指摘のとおり、多くの補助金交付団体があり

ますので、一度に全ては人員的にも時期的にも期間的にも不可能だと思います。そのかわりに決

算調書、決算審査を行うための各課に調書を出していただいているんですが、そのときに各補助

金の交付状況を提出していただいておりますので、そこで疑問に思った団体等をこの財政援助団

体監査で行っている状況ですので、まず決算審査の調書のほうで確認をしていきたいと思います。 

 翌年度に繰り越す団体があったかということなんですが、一部見受けられまして、話を聞きま
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すと、３０年度中に購入しようと思ったものが購入できなくて繰り越しになってしまったという

ことで、３１年、今年度のほうに購入をしたいという話がありました。予算のほうももうついて

おりまして、翌年度購入するという理由があったので、その辺は意見として一応出しましたけれ

ども、意見として出している状況でございます。以上です。 

○杉森委員長 よろしいですか。はい。その他、ございませんか。まだ……。はい。ある。 

 それでは、ちょっと委員長不なれのために休憩なしで長時間にわたっておりますので、ここで

暫時休憩をとらせていただきます。今、２５分ですので、３５分から再開とさせていただきます。 

午後３時２５分休憩 

 

午後３時３６分開議 

○杉森委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 審議の前に、執行部より発言を求められておりますので、これを許します。総務部次長兼管財

課長。 

○野口総務部次長兼管財課長 恐れ入ります。私の先ほどの御説明中、１４０ページの０１１２

公用車事故に対する賠償補償するという甲斐委員からの御質問に対するお答え、こちらにつきま

して、少し不明瞭や誤解を招くような表現があったかと思いますので、もう一度済みません、お

金の流れについて、ここで御説明させていただきたいと思います。 

 こちらのお金については、牛久市からもちろん議会の議決後、相手方に支払い、その後、この

金額について保険会社から牛久市に収入するといったような段取りで経理を行ったものです。こ

ういった段取りになりましたのは、議決後、牛久市から保険会社に対して請求をし、その後の支

払いという形ではやはり時間がかかるということで、まず牛久市が支払える状況をつくって、そ

の後に保険会社からの支払いを得るというような形にしたためです。保険会社からの支払いにつ

きましては、６２ページのこちら雑入の中にあります１番、保険補償金還付金の損害保険補償金

の中の１６４万３，８１５円に含まれているといったような状況でございます。失礼いたしまし

た。 

○杉森委員長 甲斐委員、よろしいですか。はい。 

 それでは、審議を継続いたします。質疑のある方は挙手をお願いします。北島委員。 

○北島委員 あと４点あるんですが、一気にやってよろしいでしょうか。 

 では、先ほどの池辺委員の質問と重複する部分はあるんですが、ページ、８２ページ、０１０

４自衛官の募集に協力する、ここで先ほどは広報掲載、これをしているということと、自衛隊法

及び同施行令にあるというふうに書いてありましたが、県防衛協力会６，０００円と、稲敷地方

自衛隊協力会１７万６，０００円、これは法的にこういう会は法制団体でしょうか、それとも任

意団体でしょうか。任意団体の場合なら、この加入は強制されないと思うんですが、その根拠を

再度お願いします。 

 それと、続きまして、１３６ページ、顧問弁護士の活用と訴訟に対応するということで、７５

２万７２４円、当初予算は２８５万２，０００円、増額の理由及び訴訟中の事件と事件ごとの弁
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護士費用についてお尋ねします。 

 それから、３件目、８２ページ、職員の福利厚生を管理するという中で、当初予算１，５０５

万１，０００円、執行が１，２９９万１，９２６円……。ページ数間違ってはいないですね。金

額、間違えていますか。１，２９９万１，９２６円ですね。説明資料のほうでは、予算が大きく

というふうにこちらの説明資料のほうは書いてありますが……、あ、これ。決算説明資料では、

５ページの３、職員の福利厚生を管理するというところで、理由として、執行率は８６．３２で

あり、「予算額が大きいため、予算残額が１００万円以上になったため」と書いてあります。この

福利厚生については職員の人数から必然的に割り出されるはずなんですが、職員の採用計画とか、

人員の大幅の減があったかどうか。通常はこれだけ差が生まれるというのはちょっとおかしいん

じゃないかというふうに思います。 

 それから、次に、９０ページ、職員を任用する、これが執行５５万７，０８１円、予算額は９

６万５，０００円、約６割程度の執行率ですけれども、職員採用の状況はどうだったのか。その

予定どおりの職員が採用できたのかどうか、できなかったとしたらどのような理由によるものと

考えているか。以上４点、お願いいたします。 

○杉森委員長 総務課長。 

○吉田総務課長 まず、最初に自衛隊の稲敷地方自衛隊協力会、こちらについては御指摘のとお

り法律で決まっている法的な決まりではありません。強制ではございませんが、稲敷地域の各市

町村が自衛隊に対して人口割で負担金を支払っている、負担しているという会でございます。で

すので、こちらは強制ではございません。 

 それと、訴訟中の事件と弁護士費用ということですけれども、現在訴訟は２件継続しておりま

して、１件は指名排除による損害賠償請求事件、６月だったかと思いますが、判決がありました

あの件でございまして、現在控訴中の案件です。弁護士費用は、平成２５年当時に着手金を支払

い、また、総額の拡張等々ありました関係で、現時点で控訴審の着手金も含めて５２９万４，９

０３円、こちらを支払っております。もう１つ、委託料請求事件といいまして、牛久運動公園プ

ール水の過大使用によるＮＰＯに対する、ＮＰＯの……。委託料の相殺ですね。相殺の件につい

て、こちら現在継続中でございまして、着手金は２１万６，０００円支払ってございます。これ

は継続中、こちらも継続中です。以上です。 

○杉森委員長 人事課長。 

○二野屏人事課長 職員の福利厚生を管理するの決算特別委員会資料の４ページの理由について

なんですけれども、これは平成２８年まで、こちらに記載するものが執行残額が１００万円以上、

または執行率が７０％以下ということで記載していたもので、その当時の名残というか、執行率

が８６％だけど金額が多いので１００万円以上になったということで、内容としましては、予算

よりも少なくなったのが、職員検診の受診とストレスチェックが入札の結果、かなり安価で済ん

だということが理由となっております。 

 次に、職員の採用の状況なんですけれども、職員の採用の状況としては、ことし４月１日に約

２０名採用しております。当初の予定は２３名程度を予定していたんですけれども、実際に採用
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した職員は２０名、なかなか思うように応募が伸びず、本年についても昨年まで基本的には年に

１回の採用試験をやっていたんですけども、ことしは２回に分けて採用試験を行ったんですけど

も、結果的に人数はほぼ同じ人数しか集まっていない状況となっております。以上です。 

○杉森委員長 よろしいですか。再質問ありますか。北島委員。 

○北島委員 自衛隊の件ですが、強制でないのなら、抜けましょうよという、ね。 

 それから、訴訟の問題ですが、これはちょっとわかりにくかったんですが、訴訟の請求額とい

った、賠償請求された請求額がふえたことによる弁護士費用の増額と考えていいんですか。そう

いう受けとめでよろしいんですか。 

 それからあと……、その２点お願いします。 

○杉森委員長 総務課長。 

○吉田総務課長 自衛隊協力会につきましては、あくまでも協力会ということで、即時抜けると

いう御意見としては承っておきます。 

 それと、着手金については、おっしゃるとおり総額の拡張がありましたので、当初の着手金プ

ラスアルファが生じてございます。以上です。 

○杉森委員長 北島委員。 

○北島委員 どうもありがとうございました。 

○杉森委員長 そのほか、ございますか。山本委員。 

○山本委員 私も４点で、最後お願いいたします。 

 まず、９６ページ、０１０３ですね。市政に対する意見、要望、陳情ですね。ここが予算より

も増額になって流用を１万円されているかと思います。この増額になっている理由をお尋ねいた

します。 

 それから、同じページの先ほどもちょっと同僚議員から質問があったシティプロモーションな

んですけれども、このパンフレット、何部作製してどういうところに配布して活用したのかとい

うところですね。 

 それから、この負担金のふるさと回帰支援センター、イベントを行ったということですが、こ

のときにいらした方たちの反応ですか。牛久市に対して移住・定住希望する方のどういう方たち

がそういう希望をされたのかというところをお伺いしたいと思います。 

 それから、９０ページの０１１８ですね。研修機関に研修生を派遣する、これが当初予算より、

当初予算８０万円ほどが４８万８，０００円になっているという、減額になっている理由ですね。 

 それから、その下の０１１９庁内で研修をする、これも予算に対して業務の委託料が減って半

額ぐらいになっているというところで、これが減額になった理由をお尋ねいたします。 

 それと、最後、８８ページです。０１１２の行政改革推進委員会を運営する、この委員会の報

酬として５万円出ております。これが何回開かれたのかということですね、今回。この方たちの

任期がいつまでなのかをお尋ねしたいと思います。以上です。 

○杉森委員長 広報政策課長。 

○本多広報政策課長 山本委員の御質問に、まず１点目、お答えいたします。 
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 まず、市政に対する御意見、こちらの費用のほうが予算よりも増額になっている理由というこ

となんですけれども、こちら市長への手紙ということで、広報紙ですとか、あとは各施設なんか

に紙で置いてある部分ですね。こちらの御意見を市民の方々からいただく際に、郵送料を市民の

方々に御負担いただかないようにするために、市のほうで受取人払いという形で負担している部

分の予算となります。平成３０年度とその前の年ですね。２９年度とちょっと比べてみたんです

が、６月から９月の市長への手紙の受取人払いが通数にして５４通、金額で５，０００円ちょっ

とですね。５，２３８円、３０年度のほうが多いことがわかりました。その内容なんかもちょっ

と見たんですが、特に８月なんか２７件ふえておりましたので、内容を確認したところ、特に何

か同じ意見があがっているとか、何か事案が起きてそれに対しての御意見がふえたとか、そうい

うところのちょっと理由が見出せませんでした。偶発的なところ、偶然的にも受け取りの件数が

ふえてしまったのかなというところで件数がふえたと、金額のほうもふえたということで、流用

のほうをさせていただいております。 

 もう１点ですね。委託料のパンフレット製作なんですが、先ほど甲斐委員のほうからも御質問

いただきましたけれども、こちら移住促進のパンフレットを５，０００部、あと概要版を１，０

００部製作しております。こちら、パンフレット約２，０００部ほど配布していまして、概要版

のほうはもう今年度入りましたら全て配布終わりました。その活用方法なんですが、常設してい

るものとしましてイオンモールの土浦、イオンモールつくば、牛久大仏、稲敷市の森のイバライ

ドですね。あとふるさと回帰支援センターのほか、ふるさと回帰フェアやあみアウトレットのイ

ベントなどで配布をしております。また、当市のほうで視察の受け入れなんかもたくさんしてお

りますので、その際には必ず来ていただいた方々には配布するようにしております。 

 もう１点ですね。ふるさと回帰支援センターでのイベントの結果ということで、その際の内容

ですね。昨年度は、東京国際フォーラムで実施しまして、１４組３０名の方々について、今年度

ももう既に実施しておりまして、オリンピックの関係がございまして、規模を縮小して東京交通

会館のほうで実施したんですけれども、ことしに関しては１０組１５名の方々の相談を、内容に

応じてうちの広報政策課と、あと政策企画課、あとは空家対策課の職員のほうで相談に応じたと

いうことになっております。 

 来場者のほうなんですが、もちろん子育て世代の方々もいらっしゃいますし、御高齢の単身の

方、高齢の夫婦、あとは独身の方も相談にいらっしゃいまして、例えば子育て世代の方からは、

市内の保育園の数がどれくらいあるのかとか、あとは教育サービスなんかどうなっているのかと

か、あとは移住した場合の補助金なんかはないのかとか、そういう御相談、お問い合わせがござ

いました。また、高齢の方からは、空き家に関するお問い合わせが結構ありました。空き家はな

いですか、何か紹介してもらえませんかとか、あとは市内に住む際には車が必要なのかと、そう

いう御相談もありました。あと、もちろん病院なんかは近くにあるのかとか、そういうところの

御質問を受けております。また、独身者に関しましては、やはり就業の関係ですね。お仕事なん

かは紹介してもらえないのかというそういう質問もございました。 

 当市のほう、このふるさと回帰支援センターのイベント自体が、田舎暮らしをしたいという方々
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がそのイベントにお越しになってやるイベントなんですけれども、当市のほうはそこまで田舎と

いうわけではないんですが、便利さを失わずに自然にも触れ合いながら生活できるということで、

当市の交通の便のよさですとか、都会と自然が共存する街並みですとか、当市の教育サービスな

んかを御紹介しながら、相談のほうを受けてまいりました。以上です。 

○杉森委員長 人事課長。 

○二野屏人事課長 研修についての御質問にお答えします。 

 まず、研修機関に研修生を派遣するのほうの減額の理由なんですけれども、昨年度はたまたま

ですけれども、民間の専門研修に派遣する対象者が見込んでいたよりも少なかったということで、

金額的には３０万円から前年比で少なくなっております。派遣した人数につきましては、２９年

と３０年で２人の減ということで、受講した人数は２名の減ということになっております。 

 庁内の研修につきましては、専門研修、２つの研修を予定していたところ、その２つを一体的

にできる研修があるということで、２つの研修合わせて１つの研修として行った結果、予定して

いた１つの研修よりも金額的に安かったということと、あとは一部対象者を選んでやる研修が、

対象者が少なかったために個別の研修のほうに切りかえて、市ではなく外部研修で済ませたとい

うことも決算が少なくなった理由としてあります。以上です。 

○杉森委員長 政策企画課長。 

○栁田政策企画課長 行政改革推進委員会を運営する事業についてお答えいたします。 

 まず、任期なんですけれども、任期は３年でございます。今現在の委員さんの任期については、

平成３０年度から平成３２年度の３年間でございます。平成３０年度は１０人の委員さんを委嘱

いたしまして、報酬としましては１回１人５，０００円プラス費用弁償ということで、平成３０

年度は１回の開催でございました。 

 委員会の内容についてなんですけれども、第６次行政改革大綱の進捗について報告をさせてい

ただき、それについて審議をしていただいたという内容でございます。以上です。 

○杉森委員長 山本委員。 

○山本委員 わかりました。そのシティプロモーションなんですけれども、空き家を希望される

方、補助金があるのかというお話がありましたけれども、空家対策課のその空き家バンクとかと

いうことを紹介して、そこら辺の連携、空家対策課との連携がとれているかというところを確認

したいと思います。 

 それから、行財政改革なんですけれども、第６次は平成３２年でこれ終わるんですかね、そう

なると。そうなると、その第７次というのが平成３３年からなのか、ちょっとそこら辺、第６次

の行財政改革の計画が何年計画で、そのおしりがどこになっているのかというのをちょっと確認

したいと思います。 

 そういった場合、次の行財政改革の計画が何年計画になるのか、先ほど総合計画も市長の任期

に合わせてという御発言ありましたけども、そういった中で４年単位の倍数というのか、そうい

うのになっていくのかというところ、あと今の行財政改革の計画の中身をそのまま大体踏襲して

いくのか、新たにまた違うものが入ってくるのかというところを確認したいと思います。以上で
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す。 

○杉森委員長 広報政策課長。 

○本多広報政策課長 山本委員の再度の御質問にお答えいたします。 

 空き家のほうとの連携というお話なんですが、ことし、昨年と実施しましたふるさと回帰フェ

アの中でもやはり空き家に関するお問い合わせというか、御相談というのが結構ありました。実

際に空家対策課の職員のほうには、実際の物件を見せて、大体幾らぐらいだという形で御提示を

したりいたしました。ことし御相談に来ていただいた方の中には、もう実際に予算なんかも決め

て、見ていただいたら「あら、安い」という話で結構喜んでちょっと御相談、もう少し詳しい話

を聞きたいなということでお問い合わせのあった方もいらっしゃいます。 

 あとは、そのふるさと回帰フェアの、昨年度にありましたふるさと回帰支援センターのほうで

も、牛久市のその空き家の物件に関してお問い合わせがありますということで、ことし１件お問

い合わせがあったそうです。ということで、空き家のほうに直接つないで、関係する資料等を送

ったという話を聞いております。以上でございます。 

○杉森委員長 政策企画課長。 

○栁田政策企画課長 第６次行政改革大綱、この期間なんですけれども、本年度、令和元年度ま

でということで、５年ごとに大綱を策定しております。第７次については、今年度、今現在策定

を準備中でございまして、基本的なところは行政改革ですので考え方としては踏襲するものにな

るということで検討を今しております。 

○杉森委員長 山本委員。 

○山本委員 行財政改革大綱ですね。では、令和１年度で６次が終わるということですが、その

中身について、ではその進捗は計画に対してどれぐらいの改革が進んだというのをわかる範囲で

お示しいただければと思います。 

○杉森委員長 政策企画課長。 

○栁田政策企画課長 それでは、行政改革大綱の中で管理指標というのを設けておりまして、そ

ちらの進捗になるんですけれども、まずですね……。ちょっと主なものをということで、まず実

質公債費比率、こちらを管理指標として定めておりまして、こちらについては最終年度、令和元

年度において３．４以下に抑制することを目標ということで、昨年度は２．１、こちらはまだ、

まだというか、目標値をクリアしているような指標結果となっておりました。続いて、徴収率の

推移ということで、目標値は全国平均以上ということで、全国平均はちょっと高くて９８．８と

かなんですけれども、ちょっと牛久市の徴収率は……、失礼しました。全国平均が９９．１で、

牛久市のほうは９８．８ということで下回っております。それから、行政区加入率、こちらなど

も管理指標として用いておりまして、目標としては８２．６％なんですが、こちらは昨年度の段

階で７１．４％と、まだ達成をしておりません。それから、総人件費の推移などについては、令

和元年度の目標数値としては４２億２，９００万円が目標数値なんですが、昨年の段階で４３億

４，９００万円ということで、こちらもまだ目標値は達成しておりません。 

 主なものとしては以上のようなところになります。 
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○杉森委員長 よろしいですか。（「はい」の声あり）そのほか、質疑ございませんか。よろしい

ですか。 

 それでは、以上をもって、市長公室、経営企画部、総務部、市民部等所管についての質疑を終

結いたします。 

 なお、長田委員は所用のために途中で退室をされました。 

 本日はこれにて延会いたします。御苦労さまでした。 

午後４時０６分延会 

 


